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民
主
主
義
の
も
と
で
の
司
法
審
査

権
限
ア
プ
ロ
ー
チ
の
構
築
に
向
け
て

中

J挽

久

問
題
の
巧
伝

7
メ
リ
カ
て
は
、
民
王
ア
f

坂
戸
以
降
、
本
柏
で
慣
用
す
る
氏
、
土
ド
菜
、
と
は
、
同
市
凡
が
注
予
に
よ
h
代
表
持
古
法
山
し
て
、
そ
心
代
表

V
告
を
過
し
て
同
政
主
決
定
ナ
る
と
い
う
代
表
弐
主
主
我
宏
指
L
て
い
る
）

の
も
と
で
の
ィ
刊
誌
審
去
の
小
山
町
起
が
長
h
i
H
川
附
議
さ
れ
マ
き
た

F

氏
、
七
、
土
嚢
の
も
と
で
の
日
枯
審
去
の
問
題
y

く
は
、
国
民
に
対
し
て
凶
接
政
J
h
M

責
任
を
わ
わ
な
い
裁
叩
川
町
、
か
、
国
民
代
去
と
し
て
の
議
会

に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
は
L

ザ
を
迫
害
計
し
う
る
一
川
は
存
杏
、
り
行
使
2

ど、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
え
i
下
義
と
調
和
的
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
L
r

い
え
ノ
阿
国
で
あ
る
）
待
宇
治
ず
る
い
巾
＼
叫
ん
ヱ
土
義
り
も
と
で
の
司
法
官
査
の
問
題
は
、
ム
伊
法
上
列
字
J
C

れ
て
い
な
い
怖
利
や
半

す
保
誌
の
領
域
に
お
い
て
鮮
烈
た
戸
市
で
呉
れ
る

v

乞
布
で
は
、
民
と
ム
義
の
も
と
で
の

4
法
審
ぷ
に
悶
す
る
諸
川
円
前
官
検
討
L
、
権
限

7
7
v
 

に
d

り
民
十
誌
の
も
乙
で
の
司
法
審
4
立
の
問
泌
を
検
討
ア
る
こ
L

手
、
片
的
ぐ
す
る
ロ

。レ一

一
一
」
で
は
、
宝
ー
限
F
ノ
ブ
口

f

を
反
問
す
る
に
際
L
て
ず
が
か
り
に
し
て
き
た
己
可
心
プ
口
ヒ
ス
珂
ソ
酬
の
志
義
を
検
討
し
、
そ

れ
に
対
一
2
0
治
時
を
紹
介

γ
る。

プ
ロ
セ
ス
対
4

古川は、

裁川
1
hの
実
咋
μ
出
慨
？
初
判
断
を
い
か
に
日
澄
一
2
0か
と

I
Jっ
こ
こ
に
佐
竹
内
4

を
あ
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＂児

亡
、
町
民
密
資
を
政
治
プ
ロ
セ
ス
心
保
玲
2
す
る
な
っ
ば
民
ト
土
真
に
は
反
し
白
い
と
し
、
氏
、
上
下
義
心
、
も
と
で
の
日
伝
審
併
の
問
題

に
つ

L
て
新
た
な
地
立
を
阿
L
た…

J
γ
r
d、
プ
ロ
セ
ス
坦
ヘ
師
に
は
、
ん
÷
人
体
的
知
体
判
断
日
以
き
に

ν
て
い
か
に
プ
円
七
ス
と
実
体
主

μ

百合

分ト
2
0か
な
〉
批
判
も
お
ノ
い

（
列
お
J

さ
れ
て
い

、
）
か
も
、
ブ
行
セ
ス
川
町
一
前
は
、
権
限
ア
ブ
ロ
ヲ
ー
チ
が
保
防
の
工
山
服
と
「
る
私
的
制
域

江
川
イ
権
利
一

一
一
」
と
は
、
戸
山
可
の
プ
ロ
セ
ス
洩
品
川
に
代
梓
ず
る
謹
論
を
提
唱
ず
る

の
保
障
を
政
治
プ
ロ
セ
ス
に

47？
ね
る
そ
h

一で、

1
7
5
5
Z
乙一
V
J

さ
み
5
、
さ
ら
に

A
J仏
民
間
さ
れ
亡
い
る
民
主
エ
義
の
止
乙
で
の
司
法
長
去
に
間
同
」
7
る
設
請
を
概
観
す
る
ね
に
甫
一

安
な
の
で
権
限

7
7
u
i
チ
司
一
様
に
可
件
、
存
A
H
r
よ
る
慌
列
伝
俸
を
母
虫
剤
ず
る
ワ

2
2
E
2
注
高
お
－
A
び
権
利
υrt
底
的
な
ア
イ
ノ
ロ

千
の
検
討
と
あ
る
口
デ
♂
12rg
心
洋
誌
は
、
山
民
r
A
社
会
九
体
の
訓
刊
升

ノ
＼
九
人
ー
と
こ
叶
叶
T

／亡

7
7
1
1
1
 

切
り
札
に
し
と
の
権
利
t
J
V
F｝

も
ご
、
お
打
、
斗
法
怒
川
町
の
校
側
を
？
亡
の
保
九
段
に
求
め
る
云
ら
ば
、
民
、
r
T設
の
も
と
で
の
ゴ
司
法
官
有
心
一
向
廷
は
川
じ
な
い
唱
と

V
7も

の
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
な
む
き
肖
ケ
コ
の
権
利
日
前
お
よ
び
司
法
審
合
坦
訟
は
、
私
的
混
波
宮
い
か
に
民

ι、
半
設
し
し
矛
凶
し
な
レ
よ
戸
つ
に

川
同
道
「
る
か
と
い
う
こ
と
を
日
的
と
す
る
持
限
ア
ブ
ワ

l
チ
に

1r
つ
づ
壬
時
的
で
あ
る

v

そ
し
て
、

四一

t
は
、
民
ム
丁
、

r試
の
も
と

亡
の
Jfr41法
番
台
に
保
す
る
詐
逝
識
と
体
作
削
除
ア
f
口

I
J
J
C
山
同
町
内
ハ
ピ
絵
理
「
る
そ
の
亡
、
権
限
ア
プ
ロ
ー
チ
が
以
一
で
枚
一
円
し
た
「
て

主
主
授
の
も
1
／
で
の
一
円
以
審
公
に
悶
「
る
詰

m弘
司
心
作
品
点
を
同
避
し
て
、

い
？
に
民
王
王
設
の
一
ち
と
と
の
凶
」
広
存
在
の
問
題
を
克
岐
し

て
い
く
か
む
険
引
ナ
る
、
そ
し
て
、
「
五
て
、
リ
不
凶
憲
法
へ
の
一
小
峻
な
検
討
す
る
代

閃
一
句
の
ブ
U
七
一
人
理
論
の
品
中
主
『
と

に
れ
す
る
批
判

子
、
奇
心
プ
ロ
セ
ス
洲
市

ま

は
、
憲
法
問
に
お
い
て
丸
山
円
す
こ
と
の
で
き
市
い
基
み
的
権
利
を
裁
刈
所
が
保
議
」
1
J

る
」
こ
を
引
認
め
る
見
解
を
批
判

γ

る
口
刷
出
｝
可
は
、
仲
柄
本
的
制
値
の
源
泉
ζ

さ
れ
て
い
る
も
の
、
一
q
J

日
わ
ち
、
裁
川
｛
E
の
似
館
、
ム
ー
然
法
、
中
心
的
川
町
述
、
推
論
、
伝
統
、

（以人法学i＂＂に '14.、前oo:zorn 1 ' 



コ
ン
ア
ゴ
サ
ス
、
注
よ
り
予
一
口
J

に
す
べ
て
検
日
「
る
）
こ
れ
ら
其
久
l

的
価
併
の
源
京
と
さ
れ
る
も
の
は
、
件
尚
一
り
と
こ
ろ
、
裁
判
’

ι一け

川
河
が
北
九
ぷ
的
な
旬
、
℃
の
と
同
h
h
つ
制
値
い
過
ぎ
な
い
と
訓
判
け
す
る

v

号、
υ
て
、
］
山
一
可
は
、
こ
の

説
と
〕
て
認
め
る
こ
と
は
、
氏
、
i
土
義

rA行
政
、

J

な
い
と
い

的
知
怯
の
保
護
主
裁
判
所
の
役

' －~ 
' 
｝六
」

は
、
氏
、
ニ
：
設
の
も
こ
と
あ
る
べ
き
司
法
審
八
司
法
論
1

「
／
て
、
〔
バ
山
吋
《
L
m
E
3
2
F
v
Z
判
決
町
一

J

脚
ふ
げ
何
に
が
Z
形
℃
、

「
参
引
志
向
的
・
代
表
的
強
的
司
法
審
査
ア
プ
ロ
ー
チ

吋

AVで
吋
乍U
T
b

空一一
D
C
A
V
ロベ空母戸川〔》】
τ24戸間

E
L
F
m
e

乙門戸
u

ぺ
勺
さ
）
、
ム
0
2

な
v
hり

v
っ、

品
れ
、
」
れ
の
災
体
的
側
値
が
、
短
め
ど
重
要
で
あ
る
一
」
引
ぷ
＋
的
で
あ
る
ら
か
と
い
｛
っ
こ
y

｝
で
は

人
必
〈
、
消
切
に
悩
い
h
r
特
定
さ
れ
ぷ
材
ト
六
れ
る
の
か
ふ
さ
わ
し
い
孜
、
川
プ
ロ
セ
ス
、

d
d
る
い
は
、

不
当
に
引
県
さ
れ
ん
か
と
当
か
に
仕
…
凸
ぺ
一
γ
お
く

怒
に
参
加
す
7

匂
機
会
が
、

司
法
案
→ー
よL

出I'

illi' 
を
1;C-
d、

＇~こ
T れJ

るc,,, 
' 0) 

ペプ ア

：思セ
点ス
l主 γ：

〆た
〆ア、
町

内

で
あ
る
u

第

に
、
怠
法
日
h

、
実
体
的
悩
偵
の
選
択

口
セ
ス
に
委
ね
て
お
わ
、
も

J
J

ば
ら
俗
人
の
紛

hr解
決
に
お
、
「

る

T
絞
的
一
ヘ
ム
一
什

〈小
ri
一
千
の
プ
ロ
セ
ス
～

l
L
統
治
の
プ
ロ
セ
ス
し
一
担
分
へ
の
参
加

f
八
ー
に
よ
中
心
プ
ロ
ピ
ス
）
古
保
請
し
て
い
る

に
、
を
む
よ
う
ぷ
代
長
補
治
的
吋
認
審
査
て
あ
る
7

予
り
ば
、
一
ア
メ
リ
カ
心
代
表
天
主
ム
下
義
制
度
の
根
底
に
あ
る
前
提
と
寸
済
し
た
一
い

l心ムナ義心もニでのlj：モ凝立

か
、
逆
に
（
そ
り
刊
新
人
ゆ
え
山
）
エ
れ
を
れ
！
く
支
、
三
る
も
の
で
あ
る
可
能
一
に
、
裁
判
ハ
れ
は
、
政
治
f
ノ口
J

一
ス
、
り
外
？
市
内

存
F

什
レ
、
か
つ
、
身
分
ω昨
日
を
受
け
て
い
る
の
－
て
、
政
的
。
ソ
ロ
セ
ス
心
機
能
叫
主
口
二
コ
い
て
評
価
州
す
る
に
、
引
さ
わ
し
い
ゾ
」
泌
に
の
る
ハ

ヴ
中
ー
、
〕

f
ー、

の
司
法
審
や
一
世
ヘ
師
は
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
が
機
前
防
さ
を
担
、
二
L
い
る
と
き
い
の
み
、
司
次
官
古
川
一
の
行
使
を
認
め
る

1
1ぱわムワ一、

弓
い
川
げ
が
ど
い
る
ー
が
一
け
ら
内
部
に
と
と
ま
わ
、

外
部
の
者
対
外
部
に
い
る

tJに
ず
る
た
め
に
政

ω的
変
化
の
ふ
ノ
セ
ン

示
ル
を
開
閉
さ
ず
場
合
、
あ
る
い
は
、

戸
J

況
実
に
は
、

い
か
仕
る
人
J
u
u

入
ん
一
つ
や
選
挙
能
人
y
h
u｛
ιさ
れ
て
い
な
い
戸
、

五
対
的
な
多
数
者
ピ

自
片
山
南
む
を
受
け
た
代
表
五
7

川
、
附
純
な
殿
堂
あ
る
い
は
偏
以
に
よ
り
共
湿
の
利
、
材
、
引
認
め
よ
え
と
ト
ず
、

少
数
有
に
何
ら
か
の
T
h
利、

γf

nhu

一

そ
れ
に
ょ
っ
と
代
表
制
岐
に

E
り
也
の
呆
何
に
L
T
3
G
併
設
や
少
数
者
に
付
し
て
必

J

記
す
る
場
合
と
あ
る
」

U

J
L
1

、

つ
ま
打
、
何
一
て c 

入、ヘ
オう
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＂児

は
政
治
的
変
化
心
イ
ャ
ン
不
ル
の
邦
卜
士
↓
の
釧
除
と
少
数
お
し
り
代
士
一
促
進
と
い
う
一
」
と
が
、
品
、
半
、
l
哀
の
も
と
で
許
容
さ
れ
る
裁
判
明
の

役
割
E
あ
ι
q
t
い
う
の
で
あ
る
、
以
卜
で
は
、
そ
の
具
体
的
連
い
い
を
け
凡
で
い
く
こ
と
に
す
る

丘
、
の
づ
口
七
ス
A
崎
市
の
具
体
的
適
り

n
 

－
 

mJ 
つ】示、

り

一
ム
一
ぐ
は
、
表
氾
の
p

汁
自
の
制
約
に
つ
い
て
、
。亡、

7
 

規
刊
司
的
お
よ
び
規
制
手
段
円
以
十
勺
の
審
む
が
民
求
さ
れ
る
と
、
う
O
L川
J

し
、
割
引
の
い
七
万
｛
九
点
h
、

九
必

U

ハ半汁一
円

！
v
 E
 

の
除
去
乙
な
る
の
は
、
表
況
の
白
出
心
制
約
で
あ
る

百合

政
治
的
安
化
の
ヲ
ャ
ン
ア
ル

常
に
栄
治
審
査
が
一
玄
当

L
、

裁
判
所
は
兵
仕
つ
に
二
つ
り
ア
（
一

J

円
i
チ
を
ζ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
第
一
心
ア
ブ
ロ

i
J十
九
ヘ

μlJ弔
問
ふ
手
、
れ
広
い
メ
ソ
セ

i
t
J
の

アィノ

U
1
4ナ

で
あ
る
c

こ
れ
は
、
設
府
の
川
出
巡
し
よ
う
と
し
て
い
る
山
古
志
が
メ
ッ

k
l
ジ
の
危
険
、
刊
に
依
拠
し
て
い
る
戸
～
め
に
、
双

問
の
山
胤
制
は
お
む
の
は
併
に
U
み
位
ぷ
こ

2
に
な
る
c

し
と
が
っ
て
、
、
一
む
よ
う
な
場
合
に
は

苦
心
町
内
除
か
っ
限
定
前

ιρ
ーを枝、九
r

れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
除
い
て
、
寸
べ
て
心
表
呪
の
制
約
を
認
め
な
い
1
3
k

す
匂
も
の
で
為
る
己
ぐ
は
、
こ
mv
ア
プ
円

1
4ア
即
日
味
市
犬
、

れ
た
判
決
と

L
こ
、
円
0
7
2
4

門戸一四日
2
E
P
ち
一
之
町

5
2
3
H
J
ど
挙
け
る
本
川
f
で
問
震
と
ん
治
っ
た
裁
判
所
庁
舎
内
で
心
不
快
な

長
る
品
川
い
は

「

わ

ー士

γu
け
ん
か
一
口
葉
L

ご
”
の
ん
ル
ハ
hviLf
一W
9

1
t
J

一一l
、
4
F

小
快
な
限
る
い
狩
い
b
f
制
約
す
る
山
は
H
ハ
体
的
で
や
わ
U

に
や
ま

れ
ぬ
利
PM
が
必
要
で
あ
る
と
の
判
不
が
、
そ
れ
で
。
み
る
と
い

一

了

ト
J

J

、

」

h
Lぃ
h
i
て

J
ん寸

つ
の
ア
ゾ
口

i
ゴ
が

共
体
的
合
成
り
ア

ブ

μ
i
チ

で
あ
る
一

こ
れ
は
、

「
保
護
さ
れ
な
い
ィ
ァ
み
、
ジ
の
ア
ブ
ロ
ヲ
ー
チ

と
は
門
異
な
り
、

政
市
川
の

M
U
A
9る
宇
（
山
、
m
d
ヅ

七
ー
ジ
、
と
は
伝
子
〆
て
お
り
、
刑
判
一
亡
の
け
見
解
に
制
約
日
小
及
ふ
ら
一
険
性
は
な
い
か
、
り
、

具
体
的
危
ぬ
を
個
別
具
体
的
に
判
断
↓
る

B

の
で

の
も
〉
さ
は
、
メ

3

七
7

ジ
そ
れ
汀
μ
刊
は
似
議
き
れ
ず
℃
「
υ
て
J
h

、

が
提
起
す
る
脅
威
よ
音
一
車
ぞ
に

o
h
v
、
r

山J
凶
表
札
は
制
約
さ
れ
る
と
い

あ
る
つ
つ
ま
り
、
具
体
的
脅
威
の
γ

プ
ロ
v

チ」

の
表
札

次
に
ー
少
数
者
の
代
表
促
進
』

明
占
め
る
。
型
可
は
、
一
切
り
離
さ
れ
必

υ
し
に
少
数
者
ー

戸
門
戸
内
｝
－

P
2
L
P「

iす



ず
る
区
別
H

は
、
枝
裕
存
者
が
安
ψ
J
r
る
2
い

で
は
、
他
の
権
利
は
い
か
い
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
ヱ
ノ
叫
ん
N

V

宍一》は、

割
削
ム
か
ら
他
の
修
医
条
項
の
け
見
山
戸
、
〆
を
行
っ
て

に十人
し
る
）

u
m
f
同
条
は
、

プ
ソ
イ
川
ン
！
の
保
護
で
は
な
く
、
詑
主
慢
索
、
〕
逮
姉
、
ぺ
あ
る
い
は
、
詳
の
υ

初予一拝一
Mー
す
る
か
と
い
え
決
p
t

汁
ソ
扱
い
が
入
る
の
を
防
ぐ
州
市
り
に
で
あ
り
、
平
等
似
識
の
予
防
伊
豆
官

7
1

八
条
ー
な
犯
罪

r
あ
ま
り
に
f
h

山
一
勺
街
仕
込
笥
を
禁

L
、

C
占
め
る
よ
い

一
止
の
人
？
に
県
常
に
這
い
処
罰
d
y
k
u
詩
的
に
r
析
す
J
Y
U
4守
性
に
対
処
L
7
4一の

さ
ム
に
、
川
川
事
手
続
の
権
刈
戸
一
円
川

F

し
は
な
く
、

一
利
私
有
財
序
の
実
体
的
慨
世
l

：各
氏入

者
対

少
をえ

Cコ
f't'. 
f室 f主
で；1 l 

一お条
るの
ζ4  
U、ill
うl粂

c J,e[ 

ノ

も

ん
ー
だ
、
出
M1U
、
窓
け
は
月
間
の
な
か
に
は
必
体

士山作
F
U
干
し
だ
も
な
で

A
Eノ＼

－

↑

［

～

｛

～

J

I

i

 

ー
か
考
え
ら
れ
旨
レ
条
項
も
白
や
「
る
と
し
ぅ
、
一
と
を
認
め
て
レ
】
I
G
〈
ヲ
ど
の
杭
八
型
川
内
し
は
、
修
止
一
条
の
信
教
の
一
U
由

V
－
J

－
F

」

L

ヨ
hwイー

戸、
tめ
ァ
F
E
し

憲
法
芯
芋
者
に
と

rJL
一
万
設
と
は
豆
袋
店
守
人
体
的
J

山
情
て
為
り

4
一

屈
か
と
い
と
、
一
ろ
に
向
き
す
に
か
っ
た
一
と
い
う

守2
ひ

エー
／ー

修
一
什
ム
条
心
店
じ
れ
己
ア
正
否
村
松
お
よ
び
一
重
心
作
品
演
の
祭
fH）
沖
合
同
様
て
あ

i~ 

、，：

j

j

i

：
一
一

l
s
、
、
ユ
チ
今
〉

A吋
／

ι
i

ノ＼
3
y」
J
G
L
1
1叶

u
v
i
μ
Kん、j
M

、レ－／〓
3
r

、、1
1
J
Q
V

強
制
じ
ョ
ー
と
い
ヰ
反
辺
生
的
な
ノ
れ
為
を
ポ
J

げし、

阜
の
一
段
吠
C
禁
止
は

h
専
一
の
安
品
感
を
保
障
し
て

いる
る
と自

,,, ,o，首

'i)' 

千七
戸？
Jトナ
イ寸

権

l心ムナ義心もニでのlj：モ凝立
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りCo 
p
t
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h
Pナ

ふ
い
パ

の
司
t
j
u
L
岳
存
在
論
の
も
乙
で
は
、
存
法
上
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
怪
利
は
い
か
に
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
け
己
三
一
山
、
一
肌

し
か
し
、
巴
寸
は
、

こ
の
よ
う
な
実
体
的
伝
滴
値
を
保
叫
す
る
規
定
は
稀
で
あ
り
、
告
官
、
仏
典
は
÷
丁
と
し
て
f
J
口
7

て
ス
内

悶
心
が
向
げ
ら
れ
た
v

も
の
で
あ
る
と
い
ふ
υ

す
な
わ
九
、
憲
法
典
は
、
決
定
の
【

T

日
必
ス
の
描
出
と
し
て
、
第
一
に
、
「
べ
て
の
人
の

利
誌
が
字
、
体
的
決
，
に
の
一
時
l
j

に
お
い
て
羽
去
に
も
、
）
く
は
出
会
ー
卜
代
表
3
れ
る
よ
人
ノ
に
し
て
、

七
ス
い
か
間
論
上
流
さ
れ
な
い

主
主
人
、
h
M

に
、
個
々
の
適
川
の
フ
ロ

は
導
入
、
ν

て
ヲ
ギ
l

？っ、

τ）
の
な
い

t
fノに

J

て
、
ぺ
ノ
殺
者
！
？
組
織
的
に
よ
γ
利
γ
か
を
す
川
け
る

T 
（主

二
一
の
な
い
よ
ろ
に
し
た
も
の
て
b

め
る
乙
い

憲
法
ト
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
砿
刊
の
似
降
z
乞
八
十
く
認
め
白
い

は
な
い
n

は
、
憲
法
上
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
の
桜
ぬ
を
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修
正
ヂ
采
お
よ
び
特
権
免
除
条
車
、
に
求
め
、
そ
れ
吉
認
め
る
条
刊
と
し
て
、
お
伝
日
夕
十
λ
と
の
私
び
つ
き
が
J

め
る
か
、
あ
る
い
は
、

政
治
山
h
f
t
に
不
吋
欠
か
と
う
か
と
し
う
こ
J

百合

い
｝
可
の
づ
口
七
ス
4
4
市
の
す
uu
恋

、k
、れ
U
1
で
］
一
地
て
え
」
た

の
プ
ロ
セ
ス
洋
識
は
、
民
4

ぃ
誌
の
J

も
く
立
の
司
法
審
査
の
問
説
を
考
え
る
！
と
い
か
士
る
意
義
を
干

一02
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ず
dァ
F～ 

千十!0・ 
ミは
~I! ~ 
品目業
' 'ft 

か

ら
'o>コe

'* SS 
民
↑出

値
封

除

llJ 

1
3
 

3
官

民
ム
丁
義
心
構
成
に
不
可
欠
な
プ
ロ
セ
ス
乙
プ
ロ
セ
ス
ト
j
u
d

は
、
プ
ロ
セ
ス
と
主
体

c
j刻
一
ヂ
以
ト
の
よ
う
ル
考
え
る
二
参
加
は
、
明
ら
か
に
、
価
値
と
見
ら

れ
う
る
U

9

悩
伯
一
ゲ
↓
執
行
さ
守
て
ん
ば
、
将
ハ
U
C＃門

の
J也
〆
を
非
吊
に
卓
中
凡
な
4J
の
と
し
て
指
定
L

政
ム
川
ゾ
ロ
ヒ
マ
、
の

京
す
い
か
な
匂
制
約
か
ら
も
似
殺
さ
れ
な
行
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
主
不

FF
」
れ
に
だ
し
て
、

参
加
に
向
け
ら
向
た
十
寸
法
は
、
判
抽
選

で択
あを
る実
」 工ー

，凡

とし
' ・"-
寸Cl O) 

結
果

生

"' rn、
')( 
¥, 

手1
c三
E「1

4ふ

「Z
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"' 、1エ
ノ川

い
か
に
形
成
さ
れ
る
か
｝
入
府
す
る
事
任
株
式
J

ど
不
し
丈
b
心

つ
ま
れ
、
何
守
は
、

7
－ι
て
ス
げ
が
ど
の
よ
ぷ
な
実
体
（
札
F
合
計
選
駅
「
る

7mに
つ
い
て
闘
わ
ら
な
い
1
／
い
う
玄

休
ケ
一
品
い
仁
、
ヰ
よ
的
て
あ
る
と
、
七
張
す
る
の
で
あ
ゐ

U

さ
ら
山
、
何
々
は
、
プ
ロ
セ
ス
（
U

射
程
を
拡
T

入
し
、
、
ィ
ト
ー
人
1

的
権
利
と
し
て

認
め
、
コ
れ
て
き
た
巡
挙
権
ゃ
移
L
、
心
一
日
目
を
プ
ロ
セ
ス
的
権
利
と
封
、
ス
何
「
）

閃一
V
1
m
U
J

司
法
寄
手
一
理
ヘ
師
が
、
政
治
怒
し
に
不
川
ぷ
八
な
い
氏
剖
引
の
白
日
ゃ
選
手
持
を
一
ず
厚
く
保
識
す
る
こ
と
で
、

の
役
割
を
政

治
7

V
セ
ス
の
維
片
付
／
「
）
た
こ
ζ

は
、
仙
の
マ
説
に
よ
り
ど
片
付
さ
れ
亡
い

つ
ま
り
、
乙
可
心
司
法
帝
査
攻
論
は
、
政
治
プ
ロ
セ
ス

吋
ゲ
れ
日
体
の
欠
肺
肝
心
足
止
を
政
治
ブ
ロ
ヒ
ス
に
f£

ね
る
わ
け
に
は
い
か

F
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
と
口
独
二
す
る
裁
判
所
の
役
割
で
あ
る
と

い
う
こ
乙
を
阿
川

i

停
に

与
し
て
、
司
法
案
音
β

か
古
る
持
利
一
を
保
障
γ
γ
Q
こ
ζ

は
、
ト
、
し
ろ
氏
五
十
仁
義
ゃ
可
詑
に

コ

／
正、
r
l
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と十ム
ψ
」
仕
宍
れ
る
こ
と

次
に
、
民
ム
羨
の
も
と
E
の
司
法
百
乏
の
問
題
さ
よ
さ
な
勾
一
点
と
な
っ
し
い
た
山
汁
出
列
リ
十
さ
れ
て
い
な
い
校
引
の
保
障
に
つ
い

亡
、
売
に
見
た
、
言
ノ
に
六
ぃ
法
の
条
文
L
Y

の
わ
首
び
つ
き
が
あ
る
か
否
か
、

〉
｝
、
：
、

4
J
f
y
し
川
同

政
治
参
加
L

不
可
欠
か
ど
う
し
m
’
と
い
っ
坦
件
乞
設

｛
モ
ヨ
司
令
、
」
乙
一
二
、
裁
判
所
に

F

ふ
る
号
汁
広
上
列
H
A

き
れ
て
い
ヨ
い
杭
刊
の
保
障
の
限
界
を
設
乏
し
だ
。
こ
の
υ
…
、
戸
山
可
ば
、
目
玉

訟
の
ら
れ
f
妊
娠
巾
叫
刊
の
y
一
フ
イ
パ
シ
ー
の
権
利
は
、

芯
法
の
川
岨
ど
あ
る
い
は
制
定
者
の
志
凶
か
ら
ふ
、

さ
ら
に
は
政
治
山
今
出

ιーも
F

、

対
係
で
あ
る
た
め
に
（
一
角
R
A
L
E
m
v
F
A
X
2
2
3
1
渋
か
ら
も
正
当
化
ゲ
、
き
な
い
う
／
｝
す
Q
u

こ
れ
に
刻
し
て
、
ゎ
2
2
c
E
判
決
で
注
意
と

の
規
定
あ
る
い
は
紙
記
者
の
烹
図
に
よ
り
日
泌
氏
ら
れ
る
政

い山）

引
に
」
る
の
ぞ
き
見
C
Mボ
J
U
と
し
て
の
フ
ラ
ノ
パ
シ
ー
は
湾
わ
る
も
の
で
丸
山
り
、
正
当
で
↓
め
る
ー
と
す
る
c

さ
れ
た
角
証
円
八
日
～
山
tl
用
の
桂
川
止
法
政
治
参
加
／
一
は
果
、
潟
係
／
よ
め
る
hI

プ
口
F

ス
呼
市
こ
す
す
一
3
i
4

山一

h
L
y
vハル

d
qム
可
お
叫
l
i

再
々
の
プ
門
ゼ
ス
四
時
誌
は
、

ア
メ
リ
カ
心
者
伝
学
に
人
き
た
影
鑑
T
Z
｝
及
ぼ
す
こ
と
に
伝
つ

同
時
に
年
く
の
批
判
J
P
J

一
招
く
こ
と

l心ムナ義心もニでのlj：モ凝立

に
も
1

ぷ
ぺ
L
h
j
d

ブ
ロ
ム
ス
団
i
k
J

叫
に
い
川
「
ず
る
扮
判
の
多
く
は
、
プ
f

t
ス
J
実
体
心
区
別
に
集
中
し
て
い

何
］
吋
は
、
先
に
い
町
三
ょ
う
山
患
出
典
が
主
と
し
て
プ
ロ
て
ス
二
悶
心
を
川
パ
っ
て
い
ゐ
J
い
う
の
み
で
、
何
が
プ
ロ
セ
ス
的
権
利
C
何

？
っ
実
体
的
権
利
ご
あ
る
か
の
ば
別
の
校
拠
を
明
確
に
一
小
、

J

て
L
h
a
h
w
v

川
川
市
’
政
治
参
y
引
に
不
可
欠
な
権
利
で
あ
る
か
に
コ
い
て
、

の
h
h
ρ
h
t

概
ら
い
に
は
実
体
的
要
？
あ
が
ざ
ま
れ
C
い
る
と
、
二
十
女
削
引
の
白
川
同
日
け
で
な
く
、
ブ
フ

f
バ
ン
7

や
肘

川
J

一

豆
諸
さ
い

J

に
は
治
判
一
品
求
権
ま
で
も
が
政
治
参
出
に
不
ロ
ョ
欠
な
松
市
利
ノ
了
ご
に
認
め
ら
れ
る
／
一
い
う
υ

ま
～
、
ソ
エ
ミ
誌
は
、

才
T

一4
信
一
ヨ
き
は

炉
実
体

的れ恒引判
y
し
校
五
つ
け
～
l
i

布
教
の
打
斗
に
つ
い
て
、
作
教
の
日
ー
一
は
実
体
的
統
引
で
は
な
い
と
い
う
」
京
2
1刊
は
、
信
教
の
口
出
に
は

使
人
と
リ
J
t
ル
か
を
媒
介
す
る
絞
花
r
A
d
の
h
、
づ
己
統
治
に
資
す
る
ブ
口
ヒ
ス
民
権
利
て
あ
る
／
）
指
摘
L
E
い

結
い
川
の
と
w

ろ
、
巴
て
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の
プ
リ
占
ヴ
ハ
レ
一
実
体
、
り
凶
別
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
工
う
わ
し
か
も
、
巴
可
は
政
治
多
加
山
不
可
欠
な
ブ
っ
て
ス
的
権
刊
内

つ
い
て

に
政
治
参
山
に
関
わ
る
も
の
ど
け
で
な
く
、

一
郎
の
法
一
ぶ
的
権
利
を
f
ロ
セ
マ
、
的
体
性
別
し
「
）
て
鋭
、
え
て
お
り
、

v
J人

百合

, ' 
c 

の
司
法
泰
子
程
前
の
J
？
r
二
、
保
護
さ
れ
る
権
利
は
、
プ
ロ
セ
ス
的
な
も
の
か
ら
除
れ
て
い
く
二
二
い

ι心、「寸
A
J

プ
U

K
ス
の
付
税
を
拡
大
ト
ニ
今
際
仁
、

的
制
値
判
附
を
必
中
古
／
「
な
い
存
飢
的
限

P

心
中
担
え
る
か
ζ

い
う
問
題
点
州
え
て
い
る
の
で
あ
る
ロ

に
、
目
グ
よ
り
ノ
U
K
ス
洩
論
は
フ
ロ
セ
ス
乙
A

一午天体のい比
m
M
十
一
け
で
は
な
く
、

い
か
に
1

二
【
」
実
体

プ
ロ
セ
ス
m内
法
一
同
の
丹
向
日
成
り
試
み
と
民
主
主
一
上
義
の
J
L
t
で
の
斗
法
審
去
の
議
諭

E
d
のザノ
U

セ
ス
理
論
は
以
一
5
よ
う
な
難
占
d

を
抱
え
ご
し
る
が
、
以
ー
で
は
同
一
可
の
ブ
円
七
人
組
訟
に
代
替
す
る
一
つ
の
理
一
点

ゴヘ口、

fi「
3

し

z
d
h
P
E－－
7

「

づ
ぽ
、
司
法
窓
告
の
駅
科
を
狭
め
る
｝
ハ
一
ミ
雪
作
ヨ

C
W凡
人
前
で
お
り
、
ん
！

つ
は
、
権
別
ぃ
必
ほ
お
は
一
説
点
か
ら
寸
叶
法
主

配
の
射
材
中
u

拡
大
「
る
』
〕
J
Z
R
T
E

町内

rz出
戸
ロ

自
民
国
告
に
よ
れ
ば
、
何
々
の
り
寸
ノ
リ
ゼ
ス
忠
弘
川
は
あ
た
か
も
プ
ロ
セ
ス
と
午
、
体
、
V
M別
し
、
五
体
的
市
依
を
同
一
川
で
き
る
か
り
工

う
な
誤
解
を
川
知
い
た
と
い
う
じ
さ
5
3
5
は
、
ァ
ロ
セ
ス
理
論
に
対
し
r
L
M
門
け
、
コ
れ
た
批
判
ゃ
っ
ち
当
た
っ
て
い
る
も
の
と
は
「
た
っ

て
い
た
い
も
の
J

乞
区
別
す
る

妥
当
ヨ
さ
は
、

げ
か
プ
ロ
セ
ス
と
文
体
の
区
別
に
1
以内山

d

〕
て
い
な
レ
と
い
う
批
判
は
4
1
一たっ

C
い

る
こ
い
う

υ

一乙ミ

5
2
は
、
フ
ロ
い
に
ス
汗
論
に
お
け
る
本
来
2

め
サ
ハ
え
き
し
ソ
ロ
竹
ス
／
）
由
主
体
の
区
別
が
、
一
二
可
の
prい
つ
ん
ど
J
A
な
区
別

い
こ
1

て
、
以
一
、
ー
の

τつ
に
主
張
了

J

る
〉
「
そ
ー
も
そ
も
ノ

μ
い
じ
ス
連
諸
は
、
～
万
件
に
悶
ず
る
川
値
汀
断
は
宗
主
と
あ
る
」
と
し
、

代

、一プ
ロ
セ
ス
述
〈
一
川
に
お
け
る
本
来
の
プ
ロ
セ
ス
と
主
体
り
い
門
別
が
要
求
」
9
る
の
は
、

心
議
政
京
、
川
’
止
ー
に
つ
い
て
、

J
W

一
法
府
よ
り
も
裁
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川
円
刈
に
よ
っ
て
行
う
刀
け
や
、
思
切
て
う
あ
る
館
内
川

お〕

て
の
作

fvWい
で
め
る

J

例
え
ば
、
表
尽
の
一
川
山
心
規
制
や
良
一
j

ヤ
ド
割
り
の

不
本
－
M
’
問
題
と
な
る
判
明
ム
ロ
に
、

プ
ロ
セ
ス
間
前
一
が
仕
…
ム
を
あ
で
な
け
れ
ば
右
、
り
な
い
の
は
、

司
法
以
幹
事
こ
り
行
使
の
ー
止
主
化
い
が
実
体
的

判
断
片
叫
々
に
可
院
か
と
う
か
さ
あ
る
L
y
l

い
う
い
と
に
な
る
こ
り
で
し
て
、
司
法
官
査
の
行
使
が
王
？
？
だ
さ
れ
る
の

の
削
判
決
に
際
し
て
｛
内
外
的
判
断
（
例

A 

う
と
、
そ
れ
は
プ
口
七
ス
迂
ゾ
一
門
い
乙
h
問
辿
で
は
な
い
の

穂
市
vi

的
な
凶
作
審
査
の
v一L
訟
が
、

η
一

助
ム
口
に
民
↓
丁
設
と
の
潟
係
c
r
L
t」
化
き
れ
る
の
か
；
い
う
レ
吋
エ
ル
て
問
題
に
な
る
？
も
の

C
占
め
る
t
o

つ
ま
り
、

5
2
2
3
に
お
け
る
7

U

七
ス
辺
諸
の
J
J
U
セ
ス
ー
一
五
件
の
い
別
は
、

一
件
い
か
な
る

さ
う
に
、
呂
町
戸
コ
ア
ロ
は
、
巴
可
の
偏
見
刈
誌
を
切
り
〆
u
て
る
べ
き
と
あ
る
と
r
工
長
ず
る

U

引市

の
辺
自
は
、
担
可
は
、

政
治
参
加
ピ

つ
い
亡
、
単
な
る
ア
ク
セ
ス
に
坊
わ
7

匂
品
分
ど
け
で
は
な
く
、
参
加
の
克
賀
川
な
陸
守
主
門
出
に
す
る
一
偏
見

の
ぷ
去
を
寸
法
者
査

の
役
割
で
↓
れ
る
と
し
て
い
る
c

し
か
も
、
巴
町
は
、
川
附
免
許
訟
を
正
当
化
す
る
阪
に
持
ち
出
す
の
が
、
む
さ
三
二
二
心

ド
生
寸
な
配
－
磁

と
市
神
南

を
も
っ
て
取
り
恨
わ
れ
る
桜
利
で
あ
る
へ
こ
の
日

Z
2
r
E
C
一川
4
r
k配
慮
と
尊
重
一
は
、

も
認
め
る
よ
う
に
尖
体

的
な
も
C

は
、
偏
見
刑
判
市
？
で
の
も
の
に
肢
わ
る
c

ま
ず

に
つ
い
ず
に
、

単
純
な
紋
な
ど
間
聖
地
J
す
る
ー
第

般
の
偏
見

第

l心ムナ義心もニでのlj：モ凝立

何
ぞ
白
骨
円
以
認
め
る
よ
う
に
一
見
「
る
と
第
一
殺
の
何
日
凡
が
あ
る
ょ
っ
な
お
ム
ロ
で
よ
れ
、
中
I
該

12以
の
注
す
げ
い
別
が
7

一
ψ
ー
で
め
る
場
今
円
が

例
え
ば
、

強
盗
に
対
し
て
お
別
な
不
利
低
J

ピ
寸
前
す
こ
と
が
な
日
戸
勺
作
山
手
れ
る
か
二

J

い
て
は
、

ブ
口
セ
ヌ
で
は
と
く
実
体
的

dう

る
机
判
前
仏
法
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
こ
と
が
可
長
で
あ
ゐ
さ
ら
に
、
ス
子
レ
ヶ
タ
イ
プ
い
よ
る
判
断
主
間
関
と
オ
ゐ

1

約
二
殺
の
制

日λ
」
げ
九
つ
い
J
L
v
L
、
ス
テ
ン
オ
タ
y
1
フ

く
判
断
に
は
、
人
々
の
羽
実
の
行
助
や
目
前
日
ソ
に
か
か
わ
る
記
必
的
な
ス
一
一
二
π

／
）
、
せ
公
に
お
い
て
い
か
に
人
々
が
わ
此

L
い
か
な
る
役
誌
が
当
え
ら
れ
る
か
）
い
ろ
均
約
的
自
ス
テ

L
オ
タ

f
7
の

種
類
が
弁
在

ず
る

J

そ
し
て
、
問
忍
と
な
る
の
は
、

vrい
の
わ
、
〉
規
約
的
ヨ
ス
一
ア
レ
イ
タ
イ
フ
に
系
づ
く
汀
断
～
川
川
、
女
性
の
場
は
家
廷
で
あ
る
〕

C
4
め
る
。
裁
判
所
P
υ
法
一
け
胤
範
的
日
ス
一
f
レ
オ
タ
イ
。
J

に
某
っ
く
川
断
心
合
主
性
」
主
宰
む
ず
る
場
台
、
第

絞
り
偏
ト
J
H味
に
実
体

問川田

日米人法学； S9 沼山l) 297 C2liiC 



＂児

的
な
制
依
判
断
ー
を
回
避
て
き
た
い
わ
そ
れ
山
、
ズ
之
、

E
R
H
H
h
B
は
、
偏
見

m玲
H

つ
い
て

い
か
沿
る
非
字
、
作
的

ご

、

、

f
J
4
2
1、

百合

そ
ぱ
て
、

E
5
2コ
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
セ
ス
時
前
ピ
と
り
主
要
な
の
は
、
ぬ
く
ま
で
政
rUゾ
口
令
ス
へ
の
た
式
的
な
多
出
の
保
障

f
L
あ
h
、
rm
記
述
論
の
よ
う
な
ー
ん
質
的
な
参
円
山
の
仏
障
は
ん
裂
で
あ
る
と
い
う
ご
ぐ
に

会
」
h

｝で

同
一
号
さ
き
は
ブ
口
セ
ス
の

か
へ
院
の
是
正
の
み
を
日
的
一
ず
る
反
ヱ
ン
ト
ー
ン
チ
メ
シ
ト
述
論
ぐ
み
「
司
令
司
法
審
奇
謹
品
を
夜
間

T
ペ
ァ
口
ぃ
ピ
ス
量
p
耐
の
も
y

で

の
司
川
川
内
片
品
査
の
斗
的
は
、
政
治
ブ
ロ
七
ス
灯
火
陥
を
ロ
t
t
t
J

：Q
こ
こ
で
あ
る
が
、
同
F
E
r－
ロ
も
政
市
ゾ
日
セ
ス
の
火
陥
に
若
司
汁
L
て、

寸
法
脊
A
H
述
識
を
描
防
相
む
？
？
る
ハ

E
2
5
5
は
、
政
F

泊
プ
ロ
セ
ス
－
U
ー
一
陥
ち
に
政
F

泊
的
多
数
苔
U
F叩
壊
を
掘
り
江
戸
い
の
有
利
λ
q
v
山
川
を
民

と
い
う
概
念
で
ね
哲

J

す
7

竺

5
2
5ロ
に
よ
れ
ば
、
一
エ

Ji

定
化
し
よ
う
と
す
る
一
土
〆
レ
ン
チ
メ
ン

レ
ン
チ
メ
〆
ト

時
間
恥
明
断
ん
中
，
な
ー
ン
ト
L
ン
チ
J
R
J
ト

に
は
、

υ
法
者
に
よ
る
に
ン
ヘ
i

レ
〆
チ
メ
J

J

と

2iエ同内】戸内『同
w
m
v
ロ

い
ろ
〔
一
制
高
は
、
立
、
伝
芸
が
店
一
じ
の
駄
に
と
ど
ま

η
た
い
た
め
に
田
氏
の
利
訴
と
加
視
し
て
訂
効

ず
る
い
勿
へ
斤
で
為
る

-" 
' ~ 

す
る
Jt, 
《弘

、rモ

あ後
るん .fl

1こ
Lマ平
f、－ Vムえ

H主
「守
ハー、
CJ 

T士
会、
ヌコZ

" 
る
多
数
省、寸、

将
来
を
拘
束
す
る
た
め
に
反
右
心
支
配
刀
を
将
求
に
ま
で
及
川
凶

コ
／
ト
i
y

〆
ン
ず
ナ
メ
ノ
1p

が
存
在
し
て
，
も
世
？
ノ
に
，
司
、
江
審
ト
h
h
権
の
一
行
使
が
」
当
化
さ
れ
る
わ
け

立
は
は
い
州
内
日
間
同
日
山
口
は
、

平一
i
主
義
へ
の
配
慮
、
日
ら
司
法
務
去
の
行
使
が
K
当
化
さ
れ
る
こ
め
心
凶
つ
の
要
件
れ
ど
設
定
し
て
い
る
つ

斜
に
、

γ
一
J

ト
レ
ン
チ
メ
ン
ト
が
必
在
し
て
も
、
そ
れ
が
y
の
詑
定
点
早
大
な
一
ナ
J

ト
レ
ン
ヲ
d

〆
ト
な
の
か
、
第
一
い
、
政
約
フ
一
υ

七
ス
に
土
／
ト

f
二
ナ
メ
シ
ト
が
、
あ
る
と
、
ぷ
l
r
b
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
し
ニ
ン
ト
戸
ノ
イ
ザ
ィ
／
ト
を
除
ム
で
き
な
い
か
2
｝っか、

f

弔
一
一
に

工
ン
ト
レ
ン
チ
メ
J

ト
を
司
作
審
査
で
解
氏
一
3
r

る
た
め
に
、
司
法
帯
査
す
路
市
の
し
使
に
争
い
の
な
い
ベ
下
ス
ラ
イ
J

「
川
川
マ
ペ
げ

）＼ 

政
治
プ
ロ
セ
ス
を
泡
じ
て
除
去
、
き
江
い
J

ン
ト
レ
ン
ゴ
J

メ
ン
ト
が
存
在
し
て

出
原
則
〕
が
れ
に
十
代
ぃ
ヨ
ノ
る
か
こ
う
か

第
四
日

も、

4
法
在
任
川
1
A

外
一
り
方
法
三
工
J

ト
レ
ン
チ
メ
シ

i
f九日以
l
H
L
u
f
G
二
一
は
セ
き
日
い
か
さ
フ
刀
を
検
討
す

J

る
必
泌
が
あ
γ
Q
L

」川

り
/_ 

l以人法ナj訪日 1<'2.、同色、20](1 j c 



そ
し
亡
、

E
C
5
5
が
肉
つ
の
」
刊
日
バ
併
存
同
士
官
の
－
ぜ
当
す
る
領
域
と
し
て
古
川
v

る
の
は
、
選
手
け
は
到
り
心
不
干
守
心
み
で
あ
が
）
f

こ
の
、
土

J

い
、
｝
山
一
号
ヨ
ち
に
、
。
わ
ノ
川
内
構
成
さ
れ
た
ブ
円
七
ス
到
ヘ
師
の
も
と
さ
は
、
民
主
、

の
関
係
で
正
当
化
さ
れ
る
司
法
百

A
H
理
的
の
射
認
が
「
松
ァ
ア
〕
い
つ
梓
狭
い
も
の
ζ

な
る

r

い
か
し
、
そ
れ
は
プ
ロ
セ
ス
坦
ヘ
嗣
が
多
数
決
王
手
ヘ
の
一
J
コ
性
を
川
片
J

の
F

明

提
」
／
｝

f
る
以

l
「
必
然
的
に
も
た
り
さ
れ
ら
結
果
で
あ
る
と
い
う
べ

同一）
2
0
門一己
2

開
］
〈
お
よ
び
百
円

5
5ロ
の
プ
ロ
セ
ス
津
市
は
、
民
王

i
設
の
一
巴
ψ
i
性
」
を
、
川
誌
と
し
と
さ
ん
l

小、

R
r工
土
義
の

tthγ
」
件
t

は

十
ん
は
必
ず
し
も
口
明
む
も
の
で

そ
の
に
め
に
、
プ
ロ
セ
ス
町
古
川
は
斗
法
審
令
権
の
一
－
比
’
d
す
数
決
主
義
と
い
竜
一
つ
難
点
目
ザ
凶
遊

し

［
て
も
、
ム
マ
ぽ
は
包
ぜ
氏
、
ド
工
、
主
義
官
維
持
ず
る
こ
と
M
r
サ
リ
法
孔
布
告
の
↓
め
る
べ
さ
九i
州
出
と
唱
え
る
か
3

ど
い
う

似
を
抱
ズ
パ
ゃ
れ
れ
J

こ
と
に
な
る

多
数
決
、
王
誌
と
レ
う
剤

、一
、一
刀、
νノ

一
多
数
決
王
義
と
い
弓
新
点
一
と
い
う
問
中
注
に
対
し
て
、

つ
の
答
え
よ
わ
γ
提
ボ

L
た
の
が
む
5
1
2
r
H
M
C
市
川
市
で
為
る
c

l心ムナ義心もニでのlj：モ凝立

円｝

J42rHロリ
v

迎
論
は

プ
7

之

7
、
川
町
論
と
だ
tv
関
係

yの
る
乙
さ
、
つ
h

権
利
ハ
収
持
の
あ
わ
ノ
方
、
川
二
M
審
査
の
い
中
I
化
に
つ
い
て

ロ
9
4
a
r
E
は
志
伝
（
り
四
時
什
押
す
る
共
本
的
な
誇
権
利
子
別
、

ド
ぃ
ム
犬
！
一
一
日
一
問
、
叫
に
基
づ
く
山
定
日
日
付
す
る

切
り
札
し
仁
レ
て
の
権
利
」
で

あ
わ
、
そ
げ
で
、
司
法
官
容
の
校
拠
乞
P

て
の
よ
う
な
権
利
の
保
阿
に
求
め
る
な
、
三
口
、
品
、
ド
工
兵
と
の
問
題
は
土
じ
な
い
と
、

rhh
ず
る

ゆ
一
れ
ゆ
え
に
、
持
阪
ア
ブ
ロ
7

十
一
引
い
か
に
拡
的
知
域
を
氏
ニ
；
義
と
正
時
刷
、
に
ゆ
い
が
で
保
障
「
ιっ
か
た
検
討
「
る
上
で
、
む
き
肖
7

2

の
法
論
は
4

…
裂
な
視
座
を
一
七
ず
ー
も
の
で
あ
る
乙
い
え
よ
λ
コ

円
〉
〈
さ
み
ニ
の
辺
市
は
、
冴
利
十
？
義
批
判
を
念
頭
に
お
い
九
一
も
の
で
あ
る

υ
p
g
L
E
は
、
川
利
：
時
誌
を
「
円
ハ
可
体
の
芥
昨
日
或
同
一
の

ら一

願
望
を
幼
心
構
成
員
一
り
願
望
と
し
す
仙
値
L

と
扱
h

ー
も
の
で
あ
る
と
｛
ヰ
実
ず
る
o
L
か
し
、

ιし
て
平
等
主
義
的
に
豆
、
え
る
功
刊
主
義

: f＂人法学； S9汚 l咋iSSD C2liiC キj



＂児

二ふ
l

、九三

1r
、
p

d

i
pル
f
t刀
町
一
ァ
ら

lw会
に
お
い
て
人
円
程
芹
別
が
λ
J

ふ
れ
は
、
功
利
、
i
義
が
各
人
心
平
守
戸
生
成
と
き
な
い
場
九
日
勺
、
あ
る
。
例
え
ば
、

立
F
る
日
切
合
、
財
心
配
分
に
お
い
亡
、
将
人
が
一
人

ζ
L
C欽
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
｝
品
則
、
巾
’

M
れ
、
黒
人
は
ふ
人
以
卜
の
も

百合

の
と
〕
て
刀

J

〆
卜
さ
れ
、
ム
円
人
は
人
以
ー
の
ち
の
と
い
て
カ
ヲ
／
卜
さ
れ
る
一

ま
た
、
道
徳
的
町
市
で
ポ
ル
ノ
雑
誌
を
お
む

τ）

を
μ

世
主
比
ず
る
政
誌
は

ポ
ル
ノ
を
読
み
た
い
人
の
選
好
が
η

J

U

J

ト
古
い
れ
な
L

コ
ー
三
に
、
｛
V
4
f
J
dユ
内
向
戸
仲
川

」
の
よ
う
主
任
行
法
を
尺

工
的
な
政
治
プ
ロ
セ
ス
で
枕
除
一
コ
r

，G

」
〉
一
は
悶
鮮
で
あ
る

ζ
L
、
予
｝
れ
ら
の
リ
丁
広
に
刈
抗
L
亡
憲
法
上
心
能
訓
刊
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば

一フー

i
－
プ
ロ
セ
ス
や
平
等
肱
設
な
こ
怠
法
上
保
障
J1

切れ
h
J
F

弛
刊
の
意
義
は
、
あ
る
立
法
人
川
功
列
、
i
説
i

九
ナ
ベ
リ

um 

t
」
化
さ
札
る
場
ル
ー
に
少
数
軒
的
な
市
民
を
保
一
議
「
る
た
め
に
そ
う
し
乙
正
守
化
に
付
し
て
一
切
り
札
」
こ
し
て
機
能
「
司
令
口
、
に
為
る

U

な
ら
白
い
こ
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ゥ
2
2
T
5
は
、
民
主
、

rよ
文
房
純
粋
な
功
川
い
で
義
ー
し
し
て
抑
え
る
の
で
は
な
く
、

一
｛
疋
の
結
巾
T
L）
内
到
達
す
る
も
の
と
し

て
判
拭
え
司
令
し

－jI
4
J
f
L

、

1
4
1
v
 

ァ
ロ
ゼ
之
、
川
崎
ヘ
湘
が
前
殺
と
「
る
多
数
決
王
義
は
、

す
と
わ
ち
、
代
表
尺

土

前日

功
利
、
義
ど
り
削
佼
と
す
る
も
の

日
以
大
多
数
の
川
北
大
ー
や
引
と
は
刊
か
ど
決
定
す
る
制
度
的
方
法
一
で
ふ
め
る
と
す
る
み
一
の
場
合
、

プ
口
ド
ス
理
論
は
、

主
義
乞
ロ
ヨ
己
ロ
ロ
の
よ
う
に
一
定
の
粘
尽
に
到
認
す
る
も
の
2
し

の

'" 
く
純
半（
I~ 
千
七士
可L

〉

に

i；~ 
ズ
る

に
；ち
るす足

下

つ
ま
り
、
功
利
主
表
的
に
川
崎
一
川
附
さ
れ
る
「
て
i
主
誌
の
も
と
で
の
裁
判
所
の
役
割
は
、

定
の
選
灯
J
U
己
表
明
す
る
こ
と
に
対
し

ん
d

い
か
を
監
校
す
る
一
一
乙
に
あ
る
－
そ
れ
ゆ
、
ス
、
氏
土
、
一
ぃ
l

義
プ
ロ
セ
ス
に

K
い
て
一
｛
一
心
の
盟
主
、
〕
い
v
h
支
一
が
山
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

裁
判
所
ぃ
小
介
入
す
る
h

と
は
伝
い
の
で
あ
る

ν

次
に
、
さ
さ

d

み
5
の
司
法
帝
人
寸
域
識
を
山
肌
劃
し
て
い
く
こ
L

一にす
J

る
J

ま
U
1
，
、
主
主
v

号
己
に
よ
れ
ば
、

の
フ
ロ
セ
ス
珂
一
品
川
の

以
人
の
前
f
は、
w

ゲ
の
民
ヰ
↓

f

文
机
へ
乙
で
あ
る
ζ

い
加
し

つ
ま
り
、
「
実
体
的
札
値
・
政
治
的
仙
値
の
w
足
以
は
選
挙
で
選
ば
れ
て
U

な

い
裁
汁
宵
よ
り
tkγ
代
表
者
が
行
、
わ
な
〈
て
は
な
ら
な
い
ー
と
い
う
氏
下
i
義
慨
念
で
あ
る

U

同
一
ぐ
り
い
比
i
十
仁
義
概
念
は
、

ノ
ハ
り
耐
付

Jzt

l以人法ナj訪日 llA'9i10 :zorn 1' 



の
氏
、
半
！
i
義
が
し
い
こ
と
乞
必
定
し
て
お
り
、
裁
判
所
の
役
割
も
こ
の
し
い
氏
主
王
誌
を
伝
識
す
る
こ
と
に
め
る
と
い
〉
つ
つ
し
か

〕
、
己
認
可
C
子
ヨ
山
川
、
実
体
的
姉
佐
に
仏
拠
せ
「
に
川
、
伊
氏
÷
？

の
京
、

J

い
料
、
九
万
で
あ
ム
》
し
m’
に
つ
い
て
提
ハ
？
ず
る
こ
と
が
吋
能
で

あ
る
か
い
Y

っ
か
主
問
題
と
す
る
－
す
な
わ
ち
、
同
一
〈
の
プ

μ
山
一
ス
到
論
は
、
裁
判
所
が
主
体
的
価
他
に
依
拠
ず
る
ミ
こ
な
く
、
公
工
1
1
d

お
H
h

び
、
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
は
民

t
エ
識
に
波

r

沌一

ナ
ノ
る
が
実
体
に
間
同
」
2

Q

判
断
は
民
土

t
，
設
に
武
1

）
な
い
こ
1

｝
を
討
川
町
L
な
け
れ
ば
な
つ
な
い
は
ず
だ
ζ

い
う
〉
さ
ら
に
、
氏
、
一
ト
7

茶

フ
ロ
セ
ス
守
口
γ
判
附

f
る
の
に
適
切
な
地
殺
に
あ
る
と
い
っ
こ
い
ヘ

の
同
棋
は
、
表
現
日
口
市
川
、
ポ
T
J寺
肱
茂
そ
し
て
～
T
I
l
－
ブ
ロ
七
ス
の
伐
障
の
間
設
／
｝
叶
月
連
ず
る
n

り
さ
三

5
は
、
ハ
比
五
、
一

τ義
の
問

起
に
つ
い
て
、
ア
れ
ら
一
り
権
利
の
解
釈
の
向
辿
」
／
一
通
じ
て
検
討
を
〈
わ

t
る

U

ま
ず
、
表
呪
の
白
山
に
つ
レ
て
、

th現
の

H
出
正
保
有
岸
は
、
双
山
什
権
力
む
↑
守
の
達
成
と
や
対
運
し
、
い
ξ
〈
す
な
わ
ら
、
一
氏
、
王
ム
下

表
は
、
へ
ん
v
九
十
休
日
九
万
レ
て
政
治
権
力
の
平
等
を
で
き
る
か
ぎ
り
達
氏
ゲ
る
こ
と
に
本
質
ぺ
M

↓
わ
る
し
表
瓜
の

i

一
山
ぽ
、
こ
U
山
ナ
等
官
三

成
ナ
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
〔
そ
し
て
、
己
認
2
r
E
は、

政
凶
作
情
け
の
ド
サ
性
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

氏
自
的
品
川
ー
だ
L

引先

響
J
r
v
J
え
る
際
に
、
他
者
が
ム
叩
す
る
り
と

一
ぃ
ー
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
す
な
わ
ち
、
「
投
票
、
議
只
へ
の
裟

l心ムナ義心もニでのlj：モ凝立

求
、
語
版
、
政
治
的
問
題
に
つ
い
て
の
言
論
な
ど
を
行
う
た
め
の
川

一
部
の
若
が
利
用
叫
能
な
影
響
力
七
行
使
す

の
機
会
で
あ
る

J

〈
十
亡
の
芸
か
山
刊
川
市
川
舵
で
な
く
て
は
な
ら
訟
い

F

ぐ
し
て
、

政
治
権
力
の
機
会
心
平
等
、
h
d
M
閣
と
わ
れ
f

る
ー
に
め
の
メ
ガ
－

Z
ム
は
、

は
な
く
実
科

に
依
拠
オ
る
と
い
う

J
r
な
わ
ち
、
「
機
会
の
価
値
J

乞
長
ー
も
現
実
的
に
測
定
す

かじ
Y
1ノ
か
に
つ
い
て

い
求
め
、
り
れ
る
c

政
治
プ
ロ
セ
ス
に
多
加
す
る
桟
利
が

る
た
め
の
基
準
は
、
手
続
で

「
八
の
人
聞
に
と
っ

C
等
し
く
制

値
が
あ
る
の
は

か
か
る
均
利
が
各
自
の
半
等
な
尊
敬
！
な
う
汁
る
ロ
4
吃
性
宇
品
め
、
名
立
の
利
対
小
ぺ
。
政
治
に
よ
る
決
定
に
お
い

て

ん
J

の
附
慮
J
f
受
け
る
は
均
台
の
人
〆
で
あ
る

υ

そ
1

）
て
、
「
、
ン
ス
一
ア
ム
の
提
供
す
る
政
F

缶
約
機
会
心
姉
値
が
村
守
か
人
U
か
は
、

っ
て
い
る
そ
小
ひ
に
依
拠
「
る
i
n

つ
ま
り
、
こ
の
、
｝
／
」
は
、
裁
判
官

フ
ロ
ヒ

ス
心
長
法
院
に
京
る
で
あ
ろ
う
ん
げ
川
口
一
が
、

八
王
と
の
者
を
干
守

'f＂人法学； S9 汚 l市 ）001 C2liiC キj



＂児

[ill が
謁手 ' 

げう

え可
"!"('- u j 
- H 

L、花と

と阿
古 逃
TI: L 
:u、三
寸～し、
ると
の望
F穴式 ' 

に｝

札｝ア～ ，~，し
る～Eし、
」「

-
古

政
〉合
的
j言
ーの而
"" Lヲ
位
九

じ）

決
Fヒ

個
人
の
実
体
的
棺
利
に
つ
い
て
の
決
定
を

す
な
わ
？
勺

百合

次
に
、

3
4
4
7
2
は
、
平
等
保
刊
誌
中
宇
ノ
J

1

－
プ
ロ
ふ
ス
に
つ
い
て
検
討
寸
る

v

ま
ず
、
皿
、
人
主
主
判
「
司
令
決
律
を
例
に
、
以
て
考

予
」
幻
法
律
を
一
川
r↓
J

似
護
送
反
と
す
る
に
は
一
つ
の
マ
ヴ
打
、

ι

チ
が
あ
る
と
い
え

J

絡
の
フ
フ
口
、
チ
は
、
当
一
詩
作
作
子

m
l
e

人
の
実
体
的
利

p

ザ
ケ
円
R
f
け
す
る
ゆ
え
ピ
半
等
保
護
に
反
づ
る
乙
い
う
本
の
ご
あ
る
ロ
し
か
】

J

、
お
の
マ
フ
口
、
J

ノ
は
、
戸
心
科
目

が
巨
院
中
川
さ
れ
て
お
む
、

な
ぜ
そ
れ
が
茶
木
約
な
刈
斗
な
の
か
を
ー
叶
川
町
J
q
る
必
泌
が
あ
り
、

主
体
的
川
川
相
リ
リ
断
が
、
必
袋
、
ご

ヤ
｝
山
札
一
「

対
L
て

第
ー
二
の
ア
。
ノ

U
i
ヲ
は

人
折
半
別
を
行
、
7
d
法
小
平
等
保
護
に
反
す
る
こ
い
う
津
山

ω
特
別
に
卓
安
な
吋
刊
吋
八
日
台
侵
hL口

す
る
か
ら
で
は
な
く
て

υ
法
の
止
中
I
化
に
際
し
て
人
種
美
別
む
よ
う
な
一
偏
見
を
人
れ
る
こ
と
ん
と
汗
さ
れ
は
レ
一
か
ら
だ
と
ど
ー
も

の
で
あ
る
－
ロ
5
－2
Tご
は
、
訴
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
妥
！
」
で
あ
る
と
し
、
氏
、
主
義
の
も
と
で
の
司
法
審
査
の
一
戸
川
訟
で
争
点
と
芯
つ

て
い
A
V
γ

吐
い
以
内
帯
や
づ
コ

1
2
プ
ワ
ゼ
ス

道
徳
的
人
坤

mL某
づ
く
中
絶
や
同
性
愛
の
佐
一
市
！
日
｝
は

一
一
定
の
結
果
セ
ド
ぐ
っ
山

jlilj 

エ
つ
い
よ
ミ

L
f
i
、
三
ょ
っ
立
、
f
L
F
u

h
1

ゐ
4
J
d
〈

zf
一
h
d
J
じ一
4
7
1
v
I
i
J
A
4
1

Hrw埋
山

内

」

で
は
以
く

f
v
h
A
L
V

コ
P

示、
P
童
市
H
1

1
i
i
p
f
f
J
L
F
T
 
JfL込
山
内
ヴ
A
V
1
乙
い

H

つ

し
て
、
］
い
）
き
》
己
ロ
ロ
は
、

E
M
1
2
L
の
よ
う
公
権
利
論
九
依
拠
し
て
い
る
と
い

Uコ

か
ら
、
Ml

）Jfv己

阪
の
功
利
性
の
間
同
大
ル
】
お
」
び
24…
制
限
の
功
利
川
円
三
水
め
る
多
欽
者
支
配
的
決
定
に
対
し
て
、
人
々
の
も
f
Q切
れ
〆
札
と
、

J

て
の
椅
利

人
乞
問
持
す
る
そ
、
〆
て
、
］
）
当
2
7
コ
は
、
手
保
護
や
ヂ
よ
1

・
プ
ロ
セ
ス

す
一
る
こ
と
で
、
「
多
絞
決
エ
告
が
に
い

の
よ
う
な
憲
法
l
保
障
さ
れ
た
椛
利
の
保
障
は
政
市
フ
ロ
セ
ス
に
妥
ね
る
こ
乙
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
川

J

棒
刊
の
保
障
の
た
め
の
法
伝
的

江
司
法
帯
査
株
幻
p

打
便
は
、
民
？
、
ニ
義
仁

K
1
工
な
い
；
、
い

l以人法ナjお i_o1郎、。i12 :zorn 1 ' 
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「氏、
i
主
売
の
も
と
で
の

に
関
す
る
現
F

止
の
議
論

こ
れ
ま
で
｝
〈
一
三
さ
き
と
｝
）
当

2T42
の
司
法
脊
長
引
J
一
ヘ
師
の
対
r

な
険
討
ー
ザ
て
き
た
が
、

j

円一ア
f

の

ま
え
つ
つ
、
対
、
ニ
義

の
も
と
ご
の
司
法
石
？
と
に
関
す
る
現
在
の
議
論
を
概
飢
「
品
、

R
F
Z
E
D
－
）
』
）
芝
、
予
言
の
司
法
番
安
述
識
の
対
止
は
、
日A
f

一
十
？
誌
の
も
と
で
の
討
作
審
査
に
問
「
ノ
る
現
在

J

フ
レ
ル

と
あ
る
υ

何
者
が
け
刈
，
v
t

て
い
る
の
は

司
法
評
査
に
よ
る
持
利
保
障
の
社
程
ケ
い
い
か
に
考
え
る
か
と
あ
る

汁
円
山
件
目
審
ド
ー
が
多
数
決
＋

は 議
、や

世旬J
0) ボゴ
品 7
γ v 

i~ 
1宇宙

よ1去
っ i
て ！~＇.
も隠

支さ
持ィ1
さ た
れ権
~C ~IJ 

え3

" ('.. ~ ~ or-t 
{J Co J只
口 1!1
"' n; 

こ
と
は
い
氏
i
主
？
？
と
牙
居
L
な
、
こ
い
う
り
さ
M

江
戸
ロ
バ
ぬ
－
d
主
張

い
州
、
五
的
な
い
法
府
が
功
印
刊
、
j

六
的
で
あ
り
、

憲
法
上
位
除

、
ζ
2
v円
で
は
、

さ
れ
た
権
利
は
功
利
、
設
に
対
し
一

一
切
り
？
九

と
L
て
機
能
3
4

る
2
レ
う
〈

Y＼
T
5
p…は

寸
法
務
官
C
役
割
が
山
口
府

Z
L
L
T
 

の
功
乳
、
設
か
ら
怪
人
心
権
引
を
川
人
設
す
る
、
一
と

ιあ
る
と
L
ぅ
、
一
と
を
苧

4

絡
に
認
酌
ノ

寸
法
率
九
H
j
h
v
権
引
廿
格
骨
片
的

と出
U
I円
か
ら
比
レ
」
化
し
よ
う
と
す
る

ν

実
際
、
山
一
邦
最

f

向
い
は
は
、

田
町
己
ヨ
判
決
、

C
5
4
0
E
判
決
、

お
い
て
、
積
値
的

日

h
c
m

r
h
 

に
桧
利
を
俣
喧
［
て
お

η
、
、
一
れ
ら
の
判
決
は
権
利
ぷ
底
的
な
似
内
、
に
起
因
「
る
も
む
で
み
る
と
い
う
へ
F
F
3
円
。
山
門
様
L

、
可
い
い
否

l心ムナ義心もニでのlj：モ凝立

告
の
役
割
が
権
利
伝
泣
で
あ
る
こ
と
石
川
叫
め
る
説
と
し
て
、
三
回
目
2
5
m
r
M叶
（
り
見
解
が
、
ヤ
げ
ら
れ
る

J

ふペザ、

h
f
h川
町
市
J
仇

立
川
問
中
山
州
最
高
放
が
同

5
判
決
や
（
）

5
5
E
判
決
で
、
憲
法
ト
列
リ
ケ
さ
れ
て
い
な
い
昨
仲
間
を
以
内
は
し
と
き
に
」
と
は
正
し
か
〉
勺
と

L、

J

い
つ
に
、

F
4
7
d
ヨ
2
2
T可
は
、
対
中
誌
を
市
に
子
続
的
に
到
解
「
る
の
は
引
叫
し
り
で
あ
り
、
討
中
、
い
よ
誌
は
支
体
的
価
伯
ゃ
口

訂
ピ
保
設
す
る
J
U
の
と

v

て
肝
一
群
、
J
h
u
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ

J
て
も
り
て
も
、
方
法
の
起
草
者
も
わ
町
↓
ニ
哀
を
固
な
る
多
数
決

／）
L
亡
珂
円
滑

L
て
お
ら
「
、
そ
れ
ゆ
え
、
多
数
民
一
ぃ
誌
か
ら
草
川
本
的
権
利
ゃ
少
数
お
を
仏
護
ず
る
ず
九
め
の
司
法
客
一
大
中
は
、
民
、
一
ト
義
什

ム
ム
に
お
い
て
泡
況
ー
た
制
孔
で
は
な
い
と
い
ヘ

、
」
れ
に
対
し
て
、
ロ
ヨ
ζ
r
2
を
仏
叱
め
／
）
ず
る
r
M
m
利
似
障
を
重
視
す
る
弓
法
1
r
A
H
辺
誠
に
汁
じ
で
は
、
怪
利
似
体
烹
は
民
主
下
五
刊
。
ブ
ロ

: f＂人法学； S9沼山7) 003 C2liiC キj



＂児

ゼ
ス
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
お
り
、
向
山
以
審
査
の
射
程
JY
絞
め
る
べ
き
と
あ
る
と
い
う
巴
日
目

5
2同
様
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い

さ
ら
に
、
泣
時
で
は
、
ポ
ピ
ヲ
一
ワ
ス
ト

ν窓
主
義
が
有
力
に
、

い
る
戸
ボ
ピ

L
Y
ぇ
ト
J
宣
明
↓

人三叱円門ヱム二い同川

百合

連
邦
U
H
v
n
同
試
の
姿
勢
の
変
作
】
V
P
挙
げ
つ
れ
る

ウ
ォ
ン
、
〆
恥
コ
v

ト
心
、
も
L
Y

さ
は
、

2
3
3
判
決
を
始
め
L
r

ャ1
7
q

リ
ベ
フ
ル
な
判

決
が
下
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
連
邦
段
高
裁
は
保
守
化
L
一
に
い
っ
た
と
り
わ
け
、

レ
、
〆
ヰ
ス
ト
・
コ
、
卜
に
↓
ヘ
ゥ
て
か
J

は
、
妊

娠
中
絶
の
規
制
に
は
綾
や
か
な
姿
勢
を
〉
日
、
ま
た
、

γ
ノ
ブ
？
？
マ
フ
f
勾ノ・

γ
ク
ン
ョ
〆
に
は
厳
明
者
公
を
迎
用
ア
る
な
い
r

保
パ
リ
的

な
ぷ
久
勢
小
一
明
確
と
な
っ

裁
判
所
の
役
割
が
司
法
奉
仕
人
心
街
也
的
に
行
使
し
て
権
列
を
江
附
設
す
る
こ
と

ニ
ヨ

lhh7
工
古
川
ア
し
り
h
よいハ＼

；

に

も

fill－A
J

J

7

C
4
め
る
土
丁
張
ず
る
支
配
的
ば
り
ベ
ラ
凡
な
学
誌
に
刈
L
て
、
懐
疑
的
な

i
l刀
h
r
u
ま
っ
た
。
そ
こ
セ
、
ポ
（
ピ
ー
リ
ス
ト

v一
レ
こ
丁
義
が

布
川
一
に
摂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

Fμ

」
リ
ス
ー
～

υ
憲
主
義
は
、
ボ
ピ
L

リ
ズ
ム
幻
影
響
を
受
μ
り
な
が
ら
、
フ
ロ
ヒ
ス

進
出
同
様
に
、
市
民
の
攻
v
J
3加
お
よ
び
一

u己
統
治
の
重
要
性
乞
強
ぷ
す
る
c

手
ら
一
に
、
ポ
ザ
r

7

リ
ス
ヘ
i

立
主
主
義
は
、
－
F
A

恒
常
芯
リ

ベ
ラ
ル
は
学
説
と
は
異
な
旬
、
泊
料
的
な
司
法
高
査
の
行
使
が
岨
ま
し
い
と
い
ヲ
る

J

例
え
ば
、
日

5
5
2
は、

U
E苦
ん
は
が
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
没
に
ー
リ
コ
ス
こ
と
が
な
く
、
ま
た
イ
川
氏
審
A
H
が
泣
く
と
ち
憲

U
J
T
U試
行
す
る
こ
と
は
刊
能
て
あ
る
と
い
う
っ
そ
し
て
、
憲
民

を
L
1
L
し
山
批
判
所
か
ら
川
正
審
公
社
世
J
V
C
M
判
奪
す
べ
き
と

i
張
「
る

v

町
内
h

ポ
ピ
』
り
ス
ト
lv
憲
伝
説
の
制
白
か
ら
、

政
判
所

が
志
法
の
最
終
的
な
解
釈
者
で
あ
る
こ
と
と
十
内
定
す
る
〈
」
憲
法
が
判
ナ
ピ
高
床
ナ
る
か
を
決
定
j
る
の
は
市
廷
の
権
問
で
あ
り
義
務
C
あ

ザハ
V
L
」い

J
C
九一に、

1
3
3
2
目
、
川
氏
に
は
統
治
の
能
川
が
あ
り
、
人
民
の
一
法
ム
恒
の
制
以
を
裁
判
明
い
委
ね
る
の
け
危
険
で
あ
る

）レ
｝ 

＇，、’
）
か
し
、
だ
ド
ォ
リ
ス
ト
立
青
ご
い
義
に
は
批
判
が
多
い

は
、
ポ
ピ

z
J
ス
ト
リ
志
牛
車
高
山
川
1
d
r
ニ
で
は
、
裁
判
所

が
個
人
の
権
利
保
設
の
た
め
に
桔
伝
的
仁
司
法
評
査
を
行
使
す
る
、

τ）がア、什

－
J

ま
い
一
dvv
と
は
な
い
と
い
う
」
ま
た
、
少
数

昌
の
民
投
は
裁
判
ゴ
吋
の
役
牛
円
ょ
の
り
、

j
t
H一
怪
去
を
p

以
来

4
0
J

る
〆
｝
？
少
殺
者
は
ん
仰
山
に
多
数
者
に
抑
圧
さ
れ
る
こ
乙
に
な
る
ζ

い

l以人法ナj訪日 1＜＇がらii":zorn 1 ' 
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出
回

η司
阿
川
出

制
人
心
権
利
保
渇
な
と
り
政
治
的
〕
一
誌
に
が
伊
わ
る
事
項
に
つ
い
と
は

政
治
プ
っ
て
ス
て
は
な
く
裁
判
所
山
委
ね
ら
れ

コ
モ
ン
・
口
i

山
お
日
る
反
省
的
平
穏
ヘ
2
2
2片
足

吾
、
ぶ
し
い
る
片
一
三
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
よ
り
惚
れ
て
し
る
と
い
う
c

さ
ら
に
、
手

5
5
5“
は
一
一
会
軒
学
的
h
a
観
点
か
ら
、
決
刊
一
向
の
査

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る

v

ふ
判
所
は
、
マ
己
性
、

同
V

門
性
、

法
日
断
ど
同
氏
幻
市
店
法
判
断
は
殺
し
て
お
り
、
さ
ら
に
臼
民
日
身
も
司
法
者
査
を
要
求
L
て
い
る
と
い

四

量
川
県
九
戸
。
ノ
ー
ー
ヂ
と
を
心
！
JAi

f

－

－

）

；

f
1
3
？
 

ド当

権
限
ア
（
寸
円

i
手

ζ
k
半
主
義
の
も
乙
で
の
寸
法
寺
去
の
問
題

こ
れ
ま
で
検
対
し
て
き
た
民
主
義
の
も
と
で
の
斗
法
審
合
主
怒
る
議
論
の
な
か
で
、
権
浪
マ
ノ

U
l
チ
が
い
か
に
付
置
つ
げ
ら
れ

る
か
を
紛
ハ
斗
刊
し
て
、
さ
ら
に

Y
ブ
ロ
ー
チ
グ
レ
か
に
民
、
ド
工
、
義
の
も
と
で
の
司
法
一
帯
告
の
間
訟
を
IM川M
L
U
J

る
か
士
見
t
いノ＼

と
に
す
る
わ

合
c
J
7

て
払
幌
市
L
Cか
む
た
え
、
土
義
の
も
と
で
の
「
μ
占
出
審
ん
H

に
似
す
る
誇
坪
込
一
引
の
な
か
戸
、
い
か
に
け

権
限
ア
ブ
円

1
ふーが

l心ムナ義心もニでのlj：モ凝立

区
づ
け
ら
れ
る
か
で
あ
る
わ
権
限
ア
ブ
ョ

l
チ
付
、
本
的
九
世
肢
を
司
法
審
査
に
よ
り
保
護
ず
る
こ
と
乞
一
片
的
と
す
る
r

椛
以
ア
プ
一
一
－

チ
の
も
2
で
保
守
沖
さ
れ
る
弘
的
飯
山
以
J
は、

け
作
十
や
平
h
！d
b」
出
版
1
／
均
J

主
と
い
っ
七
個
人
の

「
主
口
き
バ
ー
さ
方
」
（
り
箭
尚
一
て
あ
り
、

こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
制
約
主
主
川
本
的

r
dさ
な
い
止
め
と
あ
る
ο
z
l
h
だ
、
九
私
的
領
域
が
個
人
の

一M
1
3
一
コ
、
コ

l
y
Mは

5
1《
カ
三

と
い
っ
て
、
あ
り
ゆ
る
白
川
］
げ
っ
そ
こ
に
合
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
じ
三
一
2
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
他
ヌ
ゃ
れ
ん
口
に
む
宮
町
町
、
λ

る
よ
う
白
山
川
は
私
的
領
域
か
づ
除
外
さ
れ
る

τ）
に
な
る
o

h
一
の
よ
み
に
、
権
限
ア
／
ロ
チ
の
保
障
「
司
令
私
的
自
域
は
、
］
）
〆
4
2

ゲ
コ
ャ
株
利
付
桜
山
品
約
九
也

γ
ブ
口
、
チ
が
指
抗
ず
る
よ
う
に
氏
二
肘
な
決
止
に
対
し
て

1

切
り
札
」
と
し

マr

怪
限
ア
プ
ロ
ヂ
は
、
判
挙
さ
れ
て
い
広
い
権
列
心
似
体
陪
を
校
出
プ
ロ
セ
ス

ロ
セ
ス
辺
諸
や
司
法
七
耕
太

H
5主
主
体
利
保
除 会点

キ
民
占
l

、
日米人法学； S9 汚 l'.10) 00S C2liiC 
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＂児

を
縮
小
す
る
ボ
。
γ
ム
リ
ス
ト
『
げ
志
正
義
と
は
呉
必
る
つ
た
だ
し
、
権
限
ア
7
2
1
1
J
i

は、

E
1
の
ブ
ロ
己
ス
理
論
の
捉
ぶ
し
た
列
手
犬
、

れ
て
L
な
い
権
利
ド
関
「
る
問
料
意
識
を
共
布
ト
ー
る
（

す
な
わ
ち
、
蛍
法
l
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
寸
法
A

的
校
引
と

J

て
保
障
す

百合

る
こ
と
は
、
裁
判
官
一
け
骨
の
価
値
的
に
革
支
で
あ
る
も
の
を
保
認
し
て
い
る
に
過
ぎ

r、
そ
れ
は
氏
、
長
設
ピ
反
ト
リ
る
乙
い
う
｝

J

一可

の
t
十
践
に
賛
可
ず
る
。
ま
た
、
保
閉
山
ア
プ
ロ
ヲ
う
は
、
ム
天
体
的
権
利
の
保
障
を
認
め
令
権
利
枠
赤
坂
的
な
－
／
フ
口
、
チ
と
も
異
な
る
。
棒

叩

」

限
ア
ゾ
ロ
ー
う
は
司
法
審
査
に
よ
っ
て
引
私
的
領
域
キ
保
障
す

J

る
が
、

J

れ
ヰ
主
体
的
な
怪
利
／
7vJIL
積
極
的
に
保
障
す
る
ー
も
の
で
は
な

っ
引
私
的
領
域
会
一
気
体
的
日
権
列
／
7
L
て
保
除
7
v

て
L
ま
え
ば
、
裁
川
叶
J
h
D
実
体
的
悩
値
吋
断
日
一
向
泌
が
生
じ
る
。

で
は
、
権
限
ア
（
寸
円

i
手
が

い
か
ピ

L
て
政
判
｛
h
－
け
だ
ま
山
倣
値
判
断
を
河
川
正
す
る
か
と
あ
る
。
こ
の
主
体
的
慨
炉
川
断
か
ち
い

可
制
民
一
、
よ
る
つ
ま

4
r
y
J
／

3

6

l

 

F

J

R

リ
カ
ん
は
衆
レ
J
Z
法
修
庁
九
条
2
係
正

の
解
釈
で
あ
】
I
G
〈
高
体
的
出
ペ
ア
」

1
・
フ

可一条」

一
尚
子
、
れ
た
条
項

円
七
λ

よ
う
に
、
修
正
一
川
条
の
T
1
1

プ
ロ
セ
ス
条
町
山
を
机
弘
に

L
C立
川
本
前
J

山
恒
を
深
一
語
FJ
る
こ
と
は
、
結
局
の
J
こ

ろ
い
拭
刊
山
」
）
日
身
が
弔
要
で
ー
の
る
川
池
宮
川
以
議
し
て
い
る
に
喝
さ
ず
、
氏
、
L
J
十
義
と
コ
〉
フ
リ
ク
す
る
こ
レ
tr

持；
乱！

ア
プ
リ

l
チ
は
、
反
収
守
cfι
仏
的
何
位
判
附
を

Ewvー
す
る
た
め
L

、
終
利
心
安
わ
れ
で
は
江
く
防
相
山
肌
（
介
入
）
に
抗
山
…
J

ど
？
？
る

v

す

な
わ
ち
、
権
限
マ
ブ
7
i
チ
り
も
と
で
は
、

政
肝
心
権
限

一
介
人

J

が
公
日
ハ
の
初
生
に
適
合
す
る
わ
γ
i
h
u
h
の
か
市
口
か
と
い
う
こ
じ
〆
が

審
査
さ
れ
る
と
と
に
な
る
い
メ
し
7
、

（
道
徳
附
規
制
）

マ
ノ
／
日
ili－－

Jf
の
も
と
で
排
除
さ
れ
る
、
り
は
、
人
一
位
長
別
に
共
づ
く
kv
訟
や
ボ
ル
f

況
制

バ

の
よ
う
な
個
人
心
主
主
一
昨
き
ん
の
決
定
宇
一
町
中
ず
る
よ
つ
な
介
人
で
あ
る
じ
介
入
の

m
Hと
は
い
コ
て
J
、υ
、
政

H
が

ゆ一三ノ、
J

た
炉
一
日
ー
や
正
刊
か
ら
掲
げ
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
、
介
入
の
「
宍
の
到

寸
一
」
洗
い
出

rこ
と
が
三
妥

t

、L
の
よ
う
に
、
権
限
ア
f
v
J
は
、
裁
判

J

刊
の
役
試
を
実
体
的
権
利
の
前
凸
の
も
て
つ
仕
積
説
的
な
も
の
で
は
な
く
、
、
得
出
な
政
府

の
介
入
の
排
除
と
い
λ

消
柏
戸
的
仕
も
の
と
す

J

ろ
了
二
戸
、
、
裁
日
官
の
実
体
的
価
値
判
断
を
刊
避
「
る
。
ナ
ー
だ
、
権
限
マ

7
υ

ー
チ
が
裁

吋
一
官
の
実
体
的
悩
い
川
町
を
円
除
一
0
2

る
と
は
い
っ
て
も

裁
可
｛
E
日
一
慨
組
内
附
仕
完
全
に
仲
刊
川
町
「
る
も
の
て
は
な
い

が
J
、iJ
勺宅ふん

zbげ日

i
7
2
1
1
1
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ぼ
？
？
人
で
あ
る
か
の
判
断
に
β
け
し
て
、

裁
判
J
ぃh
（

U

価
値
判
断
は
不
川
井

一

し
か
L
、
権
限
f
プ
日

l
Jー
の
も
と
で
の
政
府
の

先
入
に
つ
い
℃
の
台
時
間
以
院
の
判
断
と
プ
ロ
セ
ス
円
前
の
北
川
崎
す
る
実
体
的
知
依
判
断
｛
だ
外
的
デ
一
7

・
プ
ロ
セ
ス
担
論
り
も
こ
で
の

＋円八本的
M

刊
利
の
保
芯
）
を
同
じ
仙
他
判
断
と
考
え
る
べ
？
で
は
な
い
じ

f

川
者
の
判
断
は
、
仙
波
さ
の
判
断
に
に
一
べ

一
リ
J
；

L

1

u
h
h
u
シ
平
夕
、
才
1
f
J

ー
も
の
で
あ
る
。
裁
判
4h
の
し
ヨ
ア
体
的
川
即
日
値
判
断
心
問
忍
を
考
え
る
卜
に
お
い
て
、
ー
は
判
宕
円
九
却
が
向
い
姉
値
が
あ
る
ヒ
忠
う
も
の
か
ふ
ρ

主

的
に
似
誠
一
j

る
危
険
性
を
重
視
7
r
る
な
り
は
、
権
限
ヴ
ァ
口
、
！
干
の
よ
う
に
裁
刊
行
の
川
断
を
消
極
的
な
も
の
に
限
定
「
る
こ
乙
に
は
、

十
分
白
血
日
昧
が
ド
凡
い
た
さ
れ
る
こ
一
戸
ど
じ
ょ
う
n

宅
促
ア
。
ノ
ロ
チ
一
ゾ
立
ピ
ロ
つ
J

リ
が
羽
け
ら
か
之
な
っ
た
こ
い
て
ニ
ヘ

J

i

l

l

j

l

↑
l
i
－

－

：

i

；
l

i

i

i

 

、
権
限
ア
プ
ロ
ー
チ
乙
氏
、
l
ム
丁
弐
の
純
日
仏
仰
に
つ
い
と
検
訪
す

ヲ

G
f－
裁
月
一
戸
一
の
役
剖
を
消
却
料
り
引
な
も
の
に
恨
む
L
q
J

る
こ
と
は
、
い
氏
一
ム
下
義
と
の
す
〆
7
リ
ク

1
D
M時
一
ケ
考
売
る
一
で
重
安
と
な
る
し

権
畑
山
ア
ブ
口

l
予
の
も
と
で
U
裁
判
白
の
役
割
以

に
よ
る
制
約
の
疋
叶
刊
の
判
配
で
み
点
わ
実
体
的
ワ
ュ

l

J
ノ

円

七

λ

F
A
J

はい
J

債
恒
的
に
い
権
利
uy創
れ
す
る
の
で
は
な
い

政
府
の
角
入
の
審
ん
H

に
ょ
う
戸
に
吋
い
審
査
の
僚
会
が
増
大
寸
る

if 
c 
平年
慨し

〉う：

パ
炉
、
と
れ
に
よ
ワ
て
法
判
古
川
が

に
な
J
J
T
L

し
豆
町
つ
わ
γ

に
ず
に
は
な
い

」
む
よ
う
に
考
入
れ
ば

イ
内
之
じ
否

l心ムナ義心もニでのlj：モ凝立

告
の
絞
ム
山
が
羽
大
し
1
1
L
f
t
u、
必
ず
し
も
巾
氏
、
一
下
五
義
と
1

ン
フ
リ
ク
ト
ゲ
」
起
す
わ
け
て
は
な
い
よ
ぷ
に
忠
わ
れ
る
し

l日

棒
山
川
ア
フ
「
打
、
チ
心
射
2
7
1

円
以
役
い
惇
阪
ア
フ
口
止
ノ
の
射
J

作
一
を
検
討
す
る
戸
表
現
の
向
日
二

J

い
て
、

ブ
日
ん
い
え
的
司
法
否
存
型
前
と
通
説
の
宝
人
体
的
ー
ゴ
司
法

結
果
的
に
裁
判
所
ピ
よ
る
子
以
い
保
詩
人
y
L当
化
さ
れ
る
点
に
お
い
て
去
が
な
い

審
人
は
迷
掃
と
で
は
、

ま
た
、
夫
羽
m
v
t日
出
す
渋
川

所
が
ず
回
ゆ
く
保
障
f
る
こ
と
の
正
当
化
の
円
以
拠
を
政
治
、
A
V
ノ
日
に
求
め
る
』

γ
乙一司、

他
心
月
j

前
に
も
ふ
っ
て
生
え
れ
吋
さ
、
れ
て
い

民

設
の
も
乙
で
の
斗
法
存
査
の
間
決
に
お
い
て
争
点
乙
は
る
の
は
、
先
に
も
LJ
た
よ
う
に
列
チ
さ
れ
て
い
な
二
市
消
お
よ
び

γ
与が阪－
J
r は

: f＂人法学； S9 汚いl) 007 C2liiC キj



＂児

お
い
と
人
位
以
外
に
い
か
な
る

μ分
に
蚊
情
活
査
が
及
、
山
小
こ
い
う
こ
と

氏
、
五
正
義
の
も
と
て
の
一
凶
同
審
告
の
向
山
間
bf
」民間以

rTっ
と
す
る
権
以
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

こ
の
列
リ
ト
さ
れ
て
し
な
レ
株
利
お
、
二
υ
一V
M
U
保
護
の
領
岐
に
お
い
て
点
酒
を
発
揮
↓
る
こ
い
う

百合

べ
き
さ
あ
ろ
う
な
お
、

t
k
現
の
白
白
ゃ
供
救
の
臼
r汁
の
「
士
、
ノ
な
列
挙
3
れ
己
い
る
栓
利
い
権
限
ア
プ
ロ
ー
チ
け
小
変
山

f

－tJる
か
に
つ
い

に
ま
、
話
下
と
リ
会
ミ

L
こ
長

i
こはリ
Z
d
3
1
亡
、
ょ
、
つ
ま

i
J
4－柱、

J

く
う

1

f
長
コ
深
江
一

J

P

」
：

：

y
i
uノ一
円

3
z
i
l
k－
干
と
五
号
d
L
J
：
L
f
t
v
r
t平
i
c
f
c
d
く

み

｛

／

A
f
o
i
7郊に

五

円
本
川
志
ト
ポ
へ
の
小
唆

山
氏
川
教
授
は
は
本
度
中
山
仏
法
に
も
（
プ
ロ
セ
ス
川
市
htぷ
当
す
る
と
干
し
、
生
同
士
い
は
政
F

泊
ブ
口
む
ス
の
参
加
を
定
め
、

門川

一hA
ム
い
づ
ロ
セ
ス
の
維
持
で
忘
る
と
す
）
Q
C

司
法
審
公
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